






























































































































































〈表2－22〉フランスの職種・職位別平均月収

〈表2－23〉フランスの週当たり実労労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フランス
3    労働施策の概要
（1）    雇用・失業対策

フランスでは、再就職促進のため、若年者を中心に職業訓練と雇用を組み合わせた様々な特殊雇用契約
がある。若年者を対象とした契約は職業訓練が義務づけられているが、全年齢層の就職困難者を対象と
したものは職業訓練が任意である。 

1)    実習契約

何らかの職業資格の獲得を目的とし、16～25歳の若年者を対象とする1～3年（取得を望む資格による）
の契約である。使用者は年齢及び契約年数に応じてSMIC（全業種一律スライド制最低賃金）の25～78％
以上の賃金を支払い、年間400時間以上の職業訓練を保証する。国から企業へ定額の職業訓練手当が支給
され、社会保険料の使用者負担が減免される。 

2)    資格取得契約

特定の職業資格の獲得を目的とし、16～25歳の若年者に対して、6～24か月の有期雇用を民間企業で提
供する。使用者は年齢及び契約年数に応じてSMICの30～75％以上の賃金を支払い、契約期間の25％相当
期間以上の職業訓練を保証する。職業訓練費用の補助があり、SMICを超えない部分について社会保険料
の使用者負担が免除される。 

3)    雇用適応契約

補完的な訓練による雇用への適応を目的とし、16～25歳の若年者に対して、6～12か月の有期雇用ある
いは無期限雇用を民間企業で提供する。使用者はSMICの80％以上の賃金を支払い、年間200時間以上の
職業訓練を保証する。職業訓練費用の補助がある。 

4)    職業指導契約

特に就職困難な若年者が適職を発見することを目的とし、22歳未満の者は最長9か月、25歳未満の者は最
長6か月の有期雇用を民間企業で提供するものである。使用者は年齢に応じてSMICの30～65％以上の賃
金を支払い、22歳未満は契約期間の25％相当期間以上、25歳未満は契約期間の20％相当期間以上の職業
訓練を保証する。職業訓練費用の補助があり、SMICを超えない部分について社会保険料の使用者負担が
免除される。 

5)    雇用連帯契約（CES）
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18～25歳の若年者、50才以上の失業者及び長期失業者等の就職困難者に対して、3～12か月（24か月ま
で延長可）の有期雇用で、週20時間程度のパートタイム労働を地方公共団体等の公共部門で提供するも
のである。当該契約を結んだ者にはSMIC以上の賃金が支払われ、賃金の一部（SMICの65～95％）を国が
負担する。職業訓練費用の補助があり、SMIC及び週20時間分の賃金を超えない部分について社会保険料
の使用者負担が免除される。 

6)    雇用補強契約（CEC）

上記のCESを終了した者に対して、12～36か月の有期雇用契約又は無期限契約で、週30時間程度のパー
トタイム労働を地方公共団体等の公共部門で提供するものである。当該契約を結んだ者にはSMIC以上の
賃金が支払われ、賃金の一部（就職が最も困難な者についてはSMICの80％、その他の者については逓減
制で60～20％）を国が負担する。職業訓練費用の補助があり、SMICの120％及び週30時間分の賃金を超
えない部分について社会保険料の使用者負担が免除される。 

7)    雇用主導契約（CIE）

50才以上の失業者及び長期失業者等の就職困難者に対して、12～24か月の有期雇用あるいは無期限雇用
を民間企業で提供するものである。当該契約を結んだ者にはSMIC以上の賃金が支払われる。職業訓練費
用の補助があり、契約者のタイプによって330～500ユーロの補助金が国から支払われる。 

8)    「企業での若年者」法

2002年8月1日、フィヨン社会問題・労働・連帯大臣（当時）の提出した新たな若年者雇用促進策である
「企業での若年者」法案が成立し、2002年7月1日に遡って施行された。

「企業での若年者」法は、大学入学資格（バカロレア）以下の教育水準の16歳から22歳の若年者に企業
への就職の機会を与え、社会からの孤立を避けることを目的としている。この制度が適用されるのはフ
ルタイム又はパートタイムの無期限労働契約に限られる。フランスでは解雇規制が厳しいため、いった
ん採用された若年者が当該企業に定着することが期待されている。

これらの若年者を雇い入れた使用者に対しては、1人に付き月額225ユーロ～292.5ユーロ支給され
る。225ユーロは、週35時間労働の月額保証賃金（GMR）の週当たり賃金に相当する額である。同時
に、2年間は使用者負担の社会保険料の全額免除、3年目は半額免除される（措置は3年単位）。

政府が見込んでいる参加人数（累積）は、2002年1万8,000人、2003年7万4,000人、2004年14万4,000
人、2005年20万4,000人となっている。

政府は、将来的には約30万人の若年者雇用の創出を目指している。これによる政府の費用負担は、2002
年2,500万ユーロ、2003年1億9,000万ユーロ、2005年5億ユーロとなる見込みである。

公共職業安定所によると、2002年7月から2002年12月までに2万8,000件の契約が結ばれている。 

9)    失業保険制度

フランスの失業保険制度は、労使協約に基づき、民間の機関である全国商工業雇用協会（UNEDIC）及び
商工業雇用協会（ASSEDIC）により管理運営されている。2001年7月の雇用復帰援助プラン（PARE）の
導入により、逓減制の失業手当（AUD）は原則廃止され、雇用復帰支援手当（ARE）の受給者には積極
的な求職活動が求められることとなった。雇用復帰支援手当は、離職前の就労期間及び賃金額に基づい
て支給される。

  

2003～2004年 海外情勢報告



(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

2003～2004年 海外情勢報告



  

定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フランス
3    労働施策の概要
（2）    職業能力開発

職業訓練は、

1)若年者を対象とした教育訓練、 

2)就労者を対象とした継続的職業訓練 

に大きく分けられる。さらに1)は、学校教育の一環として行われるものと職業訓練と雇用を組み合わせ

た特殊雇用契約とに分けられる。若年者及び一般的な職業訓練については地方が主導的な役割を果た

し、就職が困難な者は国が担当する。

継続的職業訓練は企業の義務とされ、そのうち企業単位の職業訓練は使用者が作成する職業訓練計画に
基づいて労働時間内に実施され、職業訓練に要する費用は企業が負担することとされている。企業の負
担金は規模別に定めらており、従業員10人以上の企業では、前年度の賃金総額の1.5％、10人未満の企業
では0.15％（実習税（注1）の課税対象となっている場合は0.25％）を、労使によって設立された徴収機
関へ支払う。また、個人の自主性に基づき職業訓練の受講を希望する場合は、有給の個人訓練休暇
（CIF）を取得することができる。

公共の職業訓練実施機関は、初等・中等・高等教育については国民教育省、継続職業訓練については社
会問題・労働・連帯省が所管しており、公共、民間併せて4万5,000以上ある。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フランス
3    労働施策の概要
（3）    最低賃金

フランスの最低賃金は、消費者物価上昇率と労働者階級の購買力上昇分を元に毎年7月1日に改定され
る。具体的には、法律に基づき、政府が政労使の協議の場である全国団体交渉委員会の意見を聴取した
上で、政令で額を決定することとなっている。現在、

1)時給ベースの法定最低賃金（SMIC）と、 

2)週35時間労働制への移行に伴う賃金水準 

の低下を防ぐため、週35時間制へ移行した労働者の最低賃金を移行時点の週39時間労働者の最低賃金に

固定する5種類の月額保証賃金（GMR）の計6種類の最低賃金が並存している。

2002年12月19日に成立した「賃金・労働時間・雇用促進法」（フィヨン法）により、現在6種類ある法
定最低賃金を2005年までに低い最低賃金を高い最低賃金に合わせることで一本化することとなった。今
後3年間で法定最低賃金は11.4％引き上げられることとなり、これに伴う低賃金労働に係る労働コストの
高騰に対応するため、法定最低賃金の1.5～1.7倍を上限とする低賃金労働者に係る社会保障費の減免を行
うこととなった。

2003年はSMICが5.3％引き上げられて、1時間当たり7.19ユーロとなり、これまで月額で最大118ユーロ
あった最低賃金間の格差が82ユーロに縮小した。2003年のSMIC引上げは、最低賃金で働く労働者の
47.6％に当たる102万人（週39時間労働者、パートタイム労働者、週35時間労働制導入以降の新規採用
者）が対象となり、それ以外ば週35時間労働制の移行時期によって異なるGMRが適用される。

〈表2－24〉フランスの法定最低賃金（SMIC）の推移

〈表2－25〉フランスの月額保証賃金（GMR）（2003年7月）
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フランス
3    労働施策の概要
（4）    労働時間制度

1998年労働時間短縮による雇用創出を目的として、週法定労働時間を週39時間から35時間とする法律が
成立し、労働者数20人を超える企業においては2000年2月1日から、労働者数20人以下の企業においては
2002年2月1日から実施されている。超過勤務時間には移行措置が設けられているが、原則として年間
130時間が限度で、これを超える場合には労働監督官の許可が必要である。

週35時間労働制を規定するオブリ第1法、第2法に基づき、時短によって雇用を創出又は維持した企業
は、使用者の社会保険料負担が軽減されることとなっている。

同法による雇用創出の効果については、2001年6月にフランス政府が公表した報告書（ルイヨー報告）に
よれば、

1)1996年6月から2000年12月までに24万人、 

2)特に2000年においては16万5,000人、 

としているが、OECD等は35時間労働制について批判的である。

2002年12月19日に成立した「賃金・労働時間・雇用促進法」（フィヨン法）により、週35時間制が緩和
され、下表のとおりとなり、超過勤務時間の上限については、2002年10月15日の閣議において、現行の
130時間から180時間に引上げるための政令力制定され、同年10月18日から施行されている。

〈表2－26〉変形労働時間制についての要件
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は使用者から手取り賃金の50％まで支給される。 

c）若年者を対象とする既存の教育訓練契約（資格取得契約、職業指導契約、雇用適応契約）を一
本化し、低資格労働者のために「熟練契約（contrat de professionnalisation）を創設し、企業研修
を取り入れた教育訓練制度を充実させる。 

d）職業訓練に対する企業の負担は、2005年1月までに、被用者10人以上の企業は賃金総額の1.5％
から1.6％へ、10人未満の企業は0.25％から0.4％へ引上げられる。 

b    労使対話

a）労働関係の法改正が行われる前に、政府は労使交渉に優先権を認める。 

b）全国レベル、業種別レベルの労使協約の署名について多数決原理を導入する。これまでは代表
制を有する労働組合（CGT、CFDT、CGT－FO、CFTC、CFE－CGC）5つのうち1つでも署名すれば
発効していた。 

c）業種別レベルの代表を選挙により選出する原則が確認される。同時に、組合代表がいない企業
では、選挙により選出された従業員代表が労使協約を締結できる。 

d）各レベルの労使交渉の自立性を強化する。最低賃金、職階、社会保険や職業訓練の財源配分は
業種別協約が拘束力をもつものの、その他の分野では、業種別協約が異なる規定をしない限り、企
業別協約が適用される。 

c    その他

本法案には公共職業安定所の職業紹介事業の独占を廃止する条項も含まれていたが11月14日に高等行政
裁判所で審議された結果、法律ではなく政令で定めれば十分であると判断され、当該条項は削除され
た。 

4)    関係者の反応

法案のうち、企業レベルの労使協約が全国レベル・業種別レベルの協約より優先される部分について
は、労働組合及び左派政党が批判している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フランス
4    労働施策をめぐる最近の動向
（4）    使用者の社会保険料負担軽減策

1)    概要

2003年1月17日施行の「賃金・労働時間・雇用促進法」（通称フィヨン法）に基づき、7月1日より、低
賃金労働者に対する使用者の社会保険料負担か最高で月額保証賃金（GMR）の26％相当額が控除される
こととなった。 

2)    背景

これまでの使用者の社会保険料負担軽減策には、1997年にジュペ政権が導入したSMICの1.3倍未満の労
働者を対象とした控除措置（ジュペ割引）と、ジョスパン前政権による週35時間労働制導入企業への定
額控除（オブリ控除）とがある。「賃金・労働時間・雇用促進法」により、現在6種類存在する最低賃金
（SMIC、GMR）を2005年7月までに高い額に合わせることで一本化することに伴う労働コストの上昇に
対処するため、低賃金労働者に対する使用者の社会保険料負担を段階的に軽減することとされていた。 

3)    内容

既存の社会保険料負担軽減策は廃止され、2005年7月1日以降は週35時間労働制を導入していない企業も
社会保険料負担控除を享受できる。2003年6月30日までに週35時間制を導入している企業に対して
は、2003年7月1日から2005年6月30日まで、1999年7月1日から2000年6月30日までに週35時間労働制に
移行した企業に適用される月額保証賃金（GMR2）の1.7倍未満で働く低賃金労働者に対する使用者の社
会保険料負担を最高でGMR2の26％相当額まで控除する。週35時間労働制を導入していない企業につい
ては、2003年7月1日から2004年6月30日まで、SMICの1.5倍未満の低賃金労働者を対象に最高でSMICの
20.8％相当額を控除し、2004年7月1日から2005年6月30日まで、SMICの1.6倍未満の労働者を対象に最
高で23.4％相当額を控除する。2005年7月1日以降は、週35時間労働制の移行の有無に関わらず、SMICの
1.7倍未満の労働者を対象に最高でSMICの26％相当額を控除する。

今回の措置により、政府はこれまでの軽減策より50億ユーロ多い、年間210億ユーロの拠出が必要とな
る。 

4)    各界の反応
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SMICの引き上げによる労働コストの上昇分は60億ユーロと試算され、使用者の多くは社会保険料の控除
措置ではSMICの引き上げによるコスト増をカバーできないと悲観的である（ル・モンド紙）。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
EU

（注1）「参照期間」とは、週当たりの労働時間の算定に当たって対象とする期間のことである。労働時間の算定に当たって、企
業の経済活動を考慮して労働時間を柔軟に運用することができるように、「4か月を超えない参照時間（警備・監視労働等は6か
月）」を設定して週当たりの労働時間の平均を出し、これを週当たりの労働時間としている。また、労使協約を締結すれば、産
業レベルで1年以内の参照期間を設定するとができる。

（注2）イギリスでは労働時間指令の採択当時（1993年11月）、保守党政権が強硬に反対し、同指令がEUで特定多数決で採択さ
れた後も国内法化せず、事実上同指令の適用が除外（オプト・アウト）された。しかし、イギリスにも適用しようという試みと
して、同指令の中に「施行後7年間（2003年11月23日まで）は、一定条件の下、指令第6条（所定外労働を含む労働時間を週48
時間とする規定）を適用しないことができる」という規定が盛り込まれた。この規定は労働時間指令を国内法化しないと適用さ
れないこともあり、1998年、ブレア労働党政権が同指令を国内法化し、上記規定が適用された。

（注3）イギリスの状況を見ると、オプト・アウトの結果、指令が国内法化された後も労働時間にはほとんど変化がなく、加盟国
中最も労働時間が長い。2003年の統計では、48時間以上働く労働者の割合は16％で、1990年代初めの15％とほとんど変わって
いない。また、週55時間以上の労働者が8％、60時間以上の者が3.2％、70時間以上の者が1％いる。過去10年間で週当たり実労
働時間が増加したのは加盟国中イギリスのみとなっている。また、週48時間以上働く労働者の46％は管理的地位にあり、指令の
対象外であるため、これらの労働者を除くと、実際はオプト・アウトを必要とする労働者の数はかなり限られるという状況にあ
る。

他の加盟国については、指定業種や職種において、部分的にオプト・アウトしている国がある、例えば、フランスでは、病院、
公的ヘルス・ケア施設で代わりの自由時間や補償を与えた上で、労働者が通常の労働時間を超えて働くことを可能としている。

また、ルクセンブルグのホテル・ケイタリング業等のように週の労働時間の上限を適用する際の参照時間を指令よりみじかい期
間に設定している国がある。

（注4）2000年に出された労働時間指令の実施状況報告書（http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/rpt/2000/com2000_0787en01.pdf）の7頁では、「スウェーデンやデンマークなどいくつかの国では、労働時間や休
息期間の概念は伝統的に労働協約及び（又は）判例で定められているため、法令には明示的な定義は置かれていない。（中略）
ほとんどの加盟国ではreadiness to work、on－call dutyなどの中間的なカテゴリーを規定している」とされている。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
EU
1    経済及び雇用・失業等の動向

2002年末から減速していた景気は、2003年前半は弱いままで、第1、2四半期はゼロ成長だった。2003年
では0.7％の成長である。

雇用失業情勢も2003年には失業率が8.1％になるなど、悪化した。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
EU
2    賃金・物価・労働時間等の動向

物価は、おおむね安定基調にある。

〈表2－27〉EUの実質GDP成長率と雇用・失業の動向

〈表2－28〉EUの賃金及び消費者物価上昇率の推移

〈表2－29〉EUの週当たり実労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
EU
3    労働施策の概要と最近の動向
（1）    雇用・失業施策の概要

EUでは、毎年各国別に欧州雇用戦略の実施状況を審査し、結果を年次雇用報告にまとめている。特に改
善が必要な分野については、各国別に雇用勧告を行い、取組を促している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
EU
3    労働施策の概要と最近の動向
（2）    労働施策をめぐる最近の動向

【労働時間指令の見直しのための協議文書の発表】 

1)    概要

EUの労働時間指令については、各国における実施状況を踏まえて欧州委員会が2003年末までに現行の指
令内容等を見直すための協議文書を発表することとなっていたが、欧州委員会は2004年1月5日、協議文
書を発表した。

1993年に採択された労働時間指令では、

1)週労働時間の上限（48時間）を適用する際に参照する期間（注1）の特例措置が設けられてい
る。また、 

2)個々の労働者の同意を得ることなどを条件に週48時間以上働かせることを認めるオプト・アウト
（注2）について、指令の国内法制化の期限から7年後（2003年11月23日）までに、欧州委の評価
提案をもとに、理事会がこれらの規定を再検討していかなる措置を採るかを決定することとされて
いた。本協議文書は、この指令の要請に基づいて、上記2点についての分析と評価を行うほか、 

3)医師の職場での待機時間（on－call）についての最近の欧州司法裁判所の判例（後述）を踏まえ
て労働時間の定義についても取り上げ、さらに、 

4)仕事と家庭生活の調整 

の合計4点について、指令の改正その他の措置の必要があるかどうか関係者の意見を求めるものとなって

いる。2004年3月末まで行われた第1次協議の結果、上記の4点について改正の検討を要するとさ

れ、2004年5月19日、第2次協議が開始された。 

2)    協議文書の内容 
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a    週労働時間の上限を適用する期間の特例措置の見直し

労働時間指令では週の労働時間の上限を（時間外労働を含めて）48時間と規定している（第6条）が、加
盟国は同条の適用に当たって4か月を超えない参照時間（reference period）を定めることができるとさ
れている（第16条）。すなわち、加盟国が定める4か月以下の一定の期間を平均して、週の労働時間が48
時間を下回っていればいいということになる（我が国の変形労働時間制に相当）。

この規定自体が企業の経済活動に対応して労働時間を柔軟に適用することができるようにするために設
けられているものであるが、さらに、警備・監視労働、労働者の自宅と就業場所が遠く離れている場合
などの特別な場合には、この参照期間を6か月以下の期間に延長できる（第17条）。

協議文書では、加盟国の制度は様々であるとしつつ、一般的には労働時間を週単位ではなく、年間でと
らえる方向に進む傾向が見られるとしている。また、労働協約による参照時間の延長の可能性について
は、例えば、イギリスのように労働協約が適用される労働者の割合が低い国（全体で36％、民間では
22％）では、この規定を活用する余地は小さいとしている。 

b    週48時間労働制のオプト・アウトの見直し

上記第6条の週労働時間の上限（48時間）は、一定の条件を満たす場合には加盟国はこれを適用除外（オ
プト・アウト）できるとされている。これは、1993年の指令採択時にイギリスを想定して設けられた。
利用できるのはイギリスに限らないが、全面的にオプト・アウトしているのはイギリスのみである。

イギリスのオプト・アウトに対する欧州委の考え方は以下のとおりである。

イギリスでは雇用契約の締結時にオプト・アウトの前提となる労働者の同意（週48時間労働制が適用さ
れないことについての同意）を求めることが一般化しており、事実上労働者の選択の自由を制限するも
のとなっている。また、上記の同意をした労働者の労働時間等の記録を保存することとなっているが、
イギリスの法制ではオプト・アウトの同意書の記録の保存のみが求められており、労働者の利益を保護
するための指令上の措置が適切に実施されていない（注3）。 

c    労働時間の定義（職場での待機時間）

労働時間指令では、労働時間を「国内の法律及び慣行に従い、労働者が働き、使用者の自由のもとにあ
り、その職務又は任務を遂行しているすべての時間」（第2条1）、休息時間を「労働時間でないすべて
の時間」と定義し（第2条2）ている。

一方、加盟国の労働時間の定義の仕方はまちまちであり、定義を労使協定に委ねている国もあれば指令
上の「労働時間」と「休息時間」以外の中間的な内容の労働時間（例えば就業準備（readiness to
work）、待機時間（on－call duty）等）を定義している国もある（注4）。

こうした状況において、2003年10月、欧州司法裁判所は、医師が病院で職務に従事せずに待機している
時間はたとえ休憩ができても労働時間指令上の労働時間に該当するとする判決を行った。この判決はド
イツの医師の申し立てに対するものであったが、この判決が出されるまでは、欧州委も含めて、一般に
待機時間は労働時間に当たらないと理解されており、ほとんどの加盟国で労働時間から除外されてい
た。

待機時間の多いいわゆるオン・コール労働が行われているのは医療分野だけではないが、特に医療分野
でオン・コール労働に携わっている研修医への影響が大きいことが予想される。多くの国では主にオ
ン・コール労働に携わっているのは研修医である。研修医は1993年のEU労働指令採択時には指令の対象
外とされていたが、2000年の改正指令により研修医にも労働時間指令が適用されることになった（指令
の適用は、2004年8月1日からで、最大8年間の移行措置がある）。

EU雇用戦略
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EUの労働・社会政策は90年代前半より転換した。それまでは企業内部では労働者保護を拡充し、社会全体では福祉を手厚くし
ていくことが目指されていた。しかし、欧州大陸諸国では失業率の上昇、若年失業者、長期失業者の増加という事態に直面
し、方針を転換することとなった。

1993年の「グリーンペーパー欧州社会政策：EUの選択肢」、及び1994年の「欧州社会政策：EUの進路（白書）」では、との
個人も生産のみならず社会全体の発展への活動的な参加を通じて貢献できるようなアクティブな社会を目指し、雇用に最優先
順位を与え全ての人を社会に統合していくことを目標にすべきだとした。そして、1997年のアムステルダム条約による雇用政
策条項では、欧州委員会の「結論」→閣僚理事会の「雇用指針」→加盟国の「年次報告」→閣僚理事会の「検査」と「勧
告」→閣僚理事会と欧州委員会の「合同年次報告」→欧州理事会の「結論」という政策協調サイクルを明確に規定し、全ての
加盟国が真剣に雇用政策に取り組むようにした。

EUの雇用戦略は、エンプロイアビリティ、起業家精神、アダプタビリティ、機会均等という4本柱と、2000年のリスボン欧州
理事会で設定された「フル就業」から構成される。

「フル就業」についてはリスボン欧州理事会で就業率という数値目標が設定された。2000年現在61％の就業率を2010年までに
70％に引き上げること、女性の就業率を同51％から、2010年までに60％に引き上げることである。さらに、2001年のストッ
クホルム欧州理事会では、2010年までに高齢者（55～64歳層）の就業率を50％に引き上げるという目標が追加された。

・エンプロイアビリティ

様々な理由で労働市場から排除された人々を、いかにして労働市場に連れてきて仕事に就かせるか。 

・起業家精神

規制緩和を進め、事業の開始運営を容易にし、雇用を創出する。 

・アダプタビリティ

労働組織、雇用・就業形態の多様化、柔軟化と労働法制の近代化を進める。 

・機会均等

男女の雇用機会を均等にし、職業と家庭生活の両立をはかる。 

参考資料：労働政策研究・研修機構「先進諸国の雇用戦略に関する研究」

d    仕事と家庭生活の調和（バランス）

すべての加盟国において、法制やソーシャル・パートナー間の協定により、労働時間をより柔軟にし、
仕事と家庭生活の調和を図る措置が実施又は準備されている（例えば、家族の介護のために労働時間を
短縮・適応させる措置、パートタイム労働の促進、タイム・クレジット制度の導入、高齢者の段階的労
働時間短縮など）。

このため、欧州委は、労働時間指令の見直しでも、加盟国における仕事と家庭生活の調和を図る措置が
促進されることを希望している。 

3)    関係機関（欧州労連（ETUC））の反応

欧州労連のモンクス事務局長は、今回の協議文書に具体的な指令の改正案が盛り込まれていないことを
批判しており、「ディアマントプル委員自らも特にイギリスにおける労働時間指令の実施が不満足な現
状にあることを認めているにもかかわらず、状況を改善するための具体的な提案がなされていないこと
は非常に不満である。同委員が本年4月に本指令の当初の目的を果たすような強固で分別のある提案を行
うことを信じている」とのコメントを発表している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国

（注1、2）韓国には、1か月皆勤時に1日付与される「月次（有給）休暇、（年間で計12日）と、「年次（有給）休暇」（1年皆
勤時に10日。以降勤続1年ごとに1日追加。それが20日を越えたときは、事業主は金銭による買い取り可能）とが別個に存在して
いた。

（注3）韓国には、未消化の有給休暇に関し、事業主が買い取りする制度が存在・浸透していて、休暇取得率が低い。この改正
は、一定の場合に、事業主に買い取り義務を負わせないようにさせることで、有給休暇の実取得を促進する意味合いがあるとさ
れる。

（注4）労使政委員会

韓国の労働問題に関し、政労使三者間の同意をもたらすための大統領諮問機関である。

1997年の金融危機（IMF通貨危機）・経済危機に当たって、民主労総が経済危機克服と雇用安定のための労使政三者機構を設置
することを提案し、金 大中大統領（当時）がそれを受けて1998年1月に労働問題について協議する機関として発足させた。当初
は財政経済院長官、労働部長官、韓国労総委員長、民主労総委員長、全国経済人連合会（全経連）会長、経総（韓国経営者総協
会）会長、各政党4名の10名で構成された。下に実務委員会、専門委員会が置かれた。

その後、民主労総、韓国労総の脱退、韓国労総の復帰などが行われ、1999年には労使政委員会の設置及び運営等に関する法律が
制定され、委員会が法律上の根拠を有するものとなり、また政党からの委員がなくなり、代わりに公益委員が委員に加わり、現
在に至っている。

（注5）労働時間短縮の問題

労働時間短縮の問題については、2003年8月に行われた勤労基準法改正により決着した。

（注6）事業主による労組専従者の賃金負担の問題

韓国で従前から労組専従者の賃金を労働者の支払う労働組合費ではなく、事業主が支払う独特の習慣がある。労組にとっては既
得権益となっているが、運転手付自動車を供与する例もあり、事業主は費用負担に不満が多いとされ、労使の主要対立点の1つに
なっている。1997年3月13日の労組法では、経営者側の要求に応え、事業主が労組専従者に対して給与支払いを行うことを禁止
し、それが不当労働行為になると規定した。一方、労働組合に妥協して、従前から給与の支払いを受けている組合については支
払禁止の猶予を2001年末（12月31日）まで認めることとした。しかし新労組法の制定後も依然としてこの問題に係る労使間の対
立は続き、2001年3月には法附則が改正されて、この2001年12月31日まで猶予の取り扱いが、2006年12月31日までと、5年間
延期された。

（注7）韓国労働研究院（KLI：Korea Labor Institute）

韓国労働部と関係の深い研究機関。1988年に政府が出資し、労働問題に係る研究機関として発足した。
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（注8）韓国政界の再編成

韓国政界は、盧武鉱大統領就任時には、与党が新千年民主党（民主党）、野党がハンナラ党、自由民主連合（自民連）で、ハン
ナラ党が過半数を占め、国政運営の主導権を握っていた。大統領就任後暫くして、民主党内における慮大統領のグループと、党
内長老・保守層グループとの間の関係が悪化した。そして大統領は民主党から離党・新党を発足する意向を示す（2003年9月29
日離党）など、大統領と民主党との関係が変化し、民主党内に内紛が起こった。

こうした中、民.主党一部議員が民主党を離党し、野党ハンナラ党から同じく離党した一部議員とともに、2003年9月20日に新し
い政党「国民参与統合新党（統合新党）」を発足させることとした。このため、韓国の政界は、ハンナラ党（野党）、民主党
（野党）、統合新党（野党）、自由民主連合（自民連）（野党）の4党体制に再編成された。

（注9）韓国の雇用保険制度には、雇用保険財政を基礎にした、次のような失業給付に直接には関係しない制度が多く含まれてい
る。

1)高齢者雇用奨励金

55～59歳の者を新規に雇用した事業主に対し、高齢者新規雇用奨励金を支給する。

なお、労働部はこの対象労働者の年齢を60～64歳に引き上げることを計画している。 

2)長期失業者雇用奨励金

長期失業者を雇用した事業主に対して、月60万ウォンを6か月支給する。

なお、労働部は支給対象期間を1年間に引き上げること（最初の6か月は月60万ウォン、残りは月30万ウォン）を計画して
いる。 

3)中壮年訓練修了者採用奨励金

企業規模500人以下の製造業の事業主が中高年の職業訓練修了者を雇用したとき、助成金を支給する。

なお、労働部はこの事業主の範囲を、すべての事業主に拡大することを計画している。 

4)転職支援奨励金

構造調整により離職を余儀なくされた（される）労働者に対し、転職のためのサービスを実施する企業に対し、助成金を
支給する。

支援水準は、所要費用の1/2（大企業にあっては1/3）である。 

なお、労働部は支援対象となる労働者の範囲を、定年又は労働契約満了により離職した（する）者に拡大し、支援水準も所要費
用の2/3（大企業にあっては1/2）に増加することを計画している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
1    経済及び雇用・失業等の動向

韓国経済は、1990年代は、概ね高度成長が続いた。しかし、1997年末に通貨・経済危機に陥り、1998年
は経済成長率はマイナスとなった。しかし、経済は短期間で急速に回復した。2002年には6.9％の成長と
なったが2003年は3.1％の成長となっている。

韓国では、1997年末に発生した通貨・金融危機以降、雇用情勢は急速に悪化し、失業率は1998年には
7.0％に急上昇したが、景気の回復に伴いその後は低下に転じた。2003年は前年に比べて微増の3.4％と
なった。

最近では若年者の失業率の高さ（2003年は20～24歳層で9.2％、25～29歳層で6.1％）、正規・非正規労
働者間の労働条件格差が社会問題になっている。

〈表2－30〉韓国の実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
2    賃金・物価・労働時間等の動向

賃金に関しては、1980年代から90年代においては経済成長に伴い上昇を続け、1990年代に入ってから実
収賃金は毎年前年比10％以上の伸びを示していたが、1997～1998年の経済危機で賃金の上昇は鈍化
し、98年にはマイナスとなった。その後、経済の回復とともに伸びを回復している。

労働時間に関しては、1999年から減少傾向にある。

労働災害に関しては、最近の動きは表2－32のとおりであり、2002年は前年に比べて、死亡件数・死亡
事故率とも、やや減少した。

労働組合に関しては、最近の動きは表2－33のとおりとなっている。

〈表2－31〉韓国の物価上昇率・賃金・労働時間の推移

〈表2－32〉韓国の労災死亡件数の推移

〈表2－33〉韓国の労働組合教の推移
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〈表2－34〉韓国の労働争議の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
3    労働施策をめぐる最近の動向
（1）    外国人雇用労働許可制の導入

1)    概要

2003年8月16日、「外国人勤労者の雇用等に関する法律」が公布された。この法を受け、政府は2003年8
月18日に「不法在留外国人に対する就業確認及び在留資格申請基準・手続等」を公告し、9月1日から一
定の不法在留者に対しては一定の就業資格を付与するなど就業を認め、その他の不法在留者については
自発的出国猶予期間を定めその後に取り締まるという取扱いを始めた。 

2)    経緯

韓国には、約23万人とも推定される不法在留者が存在しており、その取扱いが論議されてきていた。不
法在留者は、既にサービス業や建設業の一部などで、重要な労働力に組み込まれていることにより、不
法在留者の取締りを強化して強制出国させた場合、現場での混乱が生じることも憂慮されていた。 

3)    不法在留者に対する就業確認及び在留資格申請基準・手続等の主要内容 

a    概要

2003年9月1日から、以下の不法在留者に就業資格を付与する。

a）2003年3月31日の時点で国内在留期間3年未満の不法在留者に対して、2年間の就業資格を授与
する。 

b）2003年3月31日の時点で3年以上4年未満の不法在留者に関して査証発給。一方、認定書を発給
し、出国後再入国する場合、出国前在留期間と合わせて5年間の範囲内で就業を認める。 
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b    不法在留者本人の要件

不法在留者の合法化申請対象者は、2003年3月31日時点で国内総在留期間が4年未満である者で、申請時
に製造業、建設業、サービス業、遠・近洋漁業、農畜産業の事業場に就業している者である。なお、建
設業、サービス業においては、外国国籍同胞（中国などの外国籍韓国人）にのみ就業が認められる。 

c    雇用主の要件

a）製造業の場合、常用雇用300人未満の事業所であること。 

b）建設業の場合、工事規模300億ウォン以下であること。 

c）サービス業の場合、次の6業種であること。

飲食店業、事業支援サービス業（建築物一般清掃業、産業設備清掃業）、社会福祉事業、清掃関連
サービス業、看病サービス業、家事サービス業 

d）遠・近洋漁業の場合、10トン以上25トン未満漁船の大型機船底引き網など遠・近洋漁業である
こと。 

e）農畜産業の場合、一定の営農規模以上の施設作物栽培企業、畜産企業であること。 

d    手続

申請対象者はまず労働部の雇用安定センター（日本の公共職業安定所に相当）で就業確認書の発給を受
けた後、法務部の出入国管理所で就業在留資格の付与又は査証発給認定書の発給を申請しなければなら
ない。 

e    取扱い

2003年3月31日時点で国内在留期間3年未満の不法在留者が申請手続により就業在留資格を受けた場合、
既存の事業場で2年間就業できる。

2003年3月31日の時点で3年以上4年未満の不法在留者が査証発給認定書の発給を受け自発的に出国後、
再入国する場合には、出国前在留期間と合わせて5年間の範囲内で元の事業場で就業できる。

2003年3月31日の時点で4年以上の不法在留者については、2003年11月15日までの自発的出国期間を設
定し、この期間内に出国する場合には、現在行われている反則金の賦課を免除する。2004年8月以降につ
いては、政府関係省庁合同で大々的に不法在留者の取締りを行い、不法在留者及び雇用主を処分する。 

4)    その後の経過

不法在留者の合法的滞在のための申告登録の最終日となった10月31日には、全国69か所の雇用安定セン
ターに外国人労働者が押し寄せた。労働部によると、2003年10月末時点での申告登録を確認した不法在
留者は189,261人で、制度対象者の約227,000人の約83％に達したと見ている。一方、一部の強制出国者
が出ることを想定しても、約3万人が不法在留者として韓国内に残留すると見込んでいる。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
3    労働施策をめぐる最近の動向
（2）    改正勤労基準法の成立（週40時間労働制の導入等）

1)    概要

2003年8月29日、韓国国会は、勤労基準法改正案を、賛成多数で可決・成立させた。これにより、公企
業（公務員を除く）、金融・保険業及び労働者1,000人以上の企業（事業場）については2004年7月か
ら、労働者が20人以上1,000人未満の企業（事業場）については2008年7月までに段階的に、20人未満の
小企業（事業場）についても2011年までに、法定週労働時間が44時間から40時間となることとなった。

同法の成立に伴い週休2日制が韓国でも広がることが想定される。 

2)    経緯

韓国労働部は、2002年9月、週40時間勤務制の業種別・規模別の段階的な導入等を盛り込んだ勤労基準
法改正法案を発表し、2002年10月17日に国会に提出した。しかし、労使が政府案に反対していたことか
ら、野党が審議に応じない状況が継続していた。

その後、盧武鉉（ノムヒョン）政権の発足（2003年2月25日）に伴い、国会の環境労働委員会のあっせ
んのもと2003年4月21日に労使政協議が再開されたが結局、合意には至らなかった。

2003年8月12日、与野党（ハンナラ党、民主党［新千年民主党］、自民連［自由民主連合］）の代表が
国会で話し合い、合意に向けた政労使交渉を8月14日まで行い、合意すればその内容に法案を改め採決
し、合意しなければ政府案を基に採決することを定めた。これを受け、なおも韓国経営者総協会（経
総）・韓国労働組合総連盟（韓国労総）・全国民主労働組合総連盟（民主労総）・労働部の代表間での
政労使交渉が行われたが、結局合意せず、8月29日の国会での採決・新法成立に至った。 

3)    改正内容 

a    法定週労働時間の短縮

週労働時間を44時間から40時間にする。

適用時期について、
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1)公企業、金融・保険業及び労働者1,000人以上事業場については2004年7月から、 

2)300人以上事業場について2005年7月から、 

3)100人以上事業場について2006年7月から、 

4)50人以上事業場について2007年7月から、 

5)20人以上事業場について2008年7月から、 

6)20人未満企業については2008年7月から2011年末まで 

の範囲内で大統領令で定める日からとする。 

b    休日・休暇の整理

1か月皆勤時に1日付与される月次休暇（注1）と年次休暇（注2）とを統合し、年間最低15日の年次有給
休暇を付与する。日数は勤続年数2年当たり1日を加算して最大25日まで付与できる。従来有給休暇とさ
れてきた生理休暇については無給とする。 

c    「金銭補償義務」（注3）の免除

事業主が年次有給休暇の利用を労働者に勧めても労働者が消化しない場合、年休未消化分に対する事業
主の金銭補償義務が免除される。 

d    労働時間弾力化

現行の変形労働時間制の単位期間を、1か月から3か月に延長する。 

e    超過勤務時間上限及び超過勤務手当割増率の改正（企業負担増大緩和措置）

週12時間となっている1週当たり所定外労働時間の上限を、新法適用後3年間は16時間に引き上げる。

50％となっている時間外労働の最初の4時間についての賃金の割増率を、新法適用後3年間は25％に引き
下げる。 

f    労働時間短縮による賃金水準の低下を防止するための措置

法改正に伴う労働時間の減少によって賃金等労働条件が低下しないよう、法の付則に明記した（「賃金
保全規定」）。 

4)    法改正以降の動き 

a    高建（コゴン）首相の談話
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高首相は9月1日、週休2日制を定めた改正勤労基準法の成立を受けて、対国民談話を発表し、国民の協力
を呼びかけるとともに、法改正に伴い支障が生じないよう、国として、

1)中小企業の生産性向上の為の情報投資への支援、 

2)土曜営業が非常に重要な、病院施設などでの土曜営業支援、 

などの対策を立てることを約束した。

談話後の質問で、改正勤労基準法付則の賃金保全規定（上記3)f参照）に関して、「同規定の性格は訓示
的なもの」とし、強制力はないとの見解を示した。これに関連して権奇洪（クォン ギホン）労働部長官
は、「（賃金保全規定は、）週休2日制導入後に賃金引き下げが発生することは望ましくなく、行政指導
用に設けたもの」としている。 

b    公務員の週休2日制導入等

行政自治部は公務員服務規定を見直し、9月3日、公務員の週休2日制に関して、2005年7月から本格実施
することとし、それに先立ち、現在月1回としている週休2日制を来年2004年7月から月2回に増加するこ
とを発表した。

一方、教育人的資源部は、2005年から月に1回の週休2日制授業を学校に導入することを決定した。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
3    労働施策をめぐる最近の動向
（3）    「政府が推進する労使関係改革の基本方向と政策課題」（「労

使関係改革ロードマップ」）の報告

1)    概要

2003年9月4日、権奇洪（クォン キホン）労働部長官は、盧大統領が参加して行われた第28回労使政委員
会（注4）において、「“参与政府”（政府）が推進する労使関係改革の基本方向と政策課題」を報告
し、これを労使政委員会において審議するよう求めた。 

2)    経緯

1997年の通貨・金融危機を契機に、韓国は経済危機に陥ったが1997年12月、自国経済全般における構造
調整を行うことを条件に、IMFから救済金融を受け取ることを受け入れた。その際の覚書では、成長率等
マクロ経済指標の設定、貿易及び資本の自由化、企業経営の透明性の向上などの他に労働市場の柔軟化
という項目も含まれていた。韓国経済は1997年の危機後すぐに回復に転じたが、この後、経営側は国際
競争力の維持には労働費用の抑制などが必要であるとして、雇用の削減、労務費の削減などの動きを強
めたため、労働側が反発してストライキが多発するなど社会問題化した。

1997年危機をきっかけに設立された労使政委員会においても、当初は労働者派遣に関する法律の国会提
出に合意する（1998年2月）など一定の成果をあげたが、その後、法定労働時間短縮（注5）や、非正規
労働者と正規労働者との格差、事業主による労組専従者の賃金負担（注6）等様々な問題で労使が激しく
対立していて、労使間の合意ができない状況が続いている。

こうした中、弁護士として労働関係の事件に多く携わってきた盧武鉉（ノ ムヒョン）大統領（2003年2
月就任）は、大統領就任前より金大中前大統領の意向を引き継いで、労使関係について制度改革を行う
意向を示していたが、5月29日に盧大統領も参加して行われた第27回労使政委員会において、今後政府部
内で中長期的な労使関係制度見直しの計画を検討することとなった。

そして韓国労働研究院（注7）の下に、大学教授で構成される労使関係法・制度研究委員会が、時限的な
もの（当初、5月～12月予定とされた）として設置された。同委員会は、法・制度の改革案について、10
月までに報告書を作成することとされており、同委員会の報告に基づいて、今回の労働部（権長官）の
労使政委員会での報告に至ったものである。 
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3)    報告の主な内容 

a    労使関係改革の必要性

労働運動はこれまで韓国社会の民主化・経済発展及び弱者保護に寄与し成長してきた。今はその影響力
が著しく増大している。しかし、一部にはその地位に相応しい社会的・法的責務をなおざりにして、企
業に対し戦闘的な運動を続けている。

この結果、韓国経済は、経営側と力のある労組間の「過度の労使衝突（労使『葛藤』）につかまってい
て」、脆弱労働者の生活はさらに悪化し、労働者間格差の問題も深刻化している。

こうした問題を解決しなければ、韓国が志向する「東北アジア経済の中心」、「国民所得2万米ドル時
代」の実現は不可能である。 

b    労使関係改革基本方向 

a）    政府が求める労使関係の像（政府は「社会統合的労使関係」をめざす）

（ア）透明な経営と健全な労働が対等な位置で 

（イ）相手を（社会的）パートナーとして認識 

（ウ）お互いに協力 

（エ）国民経済と困難な階層に対して共に「配慮」する労使関係 

b）    目標

（ア）労使衝突（「労使葛藤」）による社会的費用の最小化

・ストライキなどの労使衝突は、透明な企業経営と、合理的な労働運動が共になされるとき
に初めて減らすことができるという基本認識のもとで、このための制度的・政策的努力を強
化する。 

・国際基準に立脚し、労働基本権を伸張する。使用者側の労働側への対抗手段をとる権利も
保障し、労使問題の自律的解決慣行を定着させる。 

（イ）労働の流動性向上、労働市場の安定性の補強

・企業が経済環境の変化に弾力的に対応できるよう、賃金・労働時間・雇用などの流動性を
向上させる。 

・労働市場全体の安定性を害さないよう、制度・政策を整備する努力も平行して続ける。 
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（ウ）労働者（「労働階層」）間の格差緩和

・大企業労働者と中小企業労働者、正規労働者と非正規労働者など、労働者間の賃金等格差
を緩和する施策を強化する。 

・変化する労働市場への適応が困難だったり失敗した脆弱労働者に対する社会的安全網を拡
充する。 

4)    各界の反応 

a    労働組合

韓国労総は、9月4日に第303回組合代表者会議を開いたが、一部出席者が「労使関係ロードマップ」に対
し、「財界に偏っている」という憂慮を表明し、労使政委員会から脱退することを提案したとされる。
しかし、結局当日の会議では結論が出ず、その後もまだ結論は出ていない。一方、民主労総は既に労使
政委員会から脱退しており、特にコメントは出していない。 

b    経営側

使用者団体は特にコメントを出していない。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
韓国
3    労働施策をめぐる最近の動向
（4）    政労使による「雇用創出のための社会協約」の締結

1)    概要

2003年9月、政府は、「労使関係改革ロードマップ」（（3）参照）をとりまとめたが、このロードマッ
プ内容の推進については、労使政委員会の議論を経て段階的に行っていくこととされた。

その後、2003年12月26日の労使政委員会において、青年の高失業に代表される雇用不安を解消し、大企
業と中小企業との間における労働者の所得格差など、部門間の所得格差を緩和し、持続可能な経済の発
展を可能にするための「雇用創出社会協約」を締結することが合意され、労使政委員会の下に「雇用創
出社会協約起草委員会」が設置され、政労使間で交渉が続けられていた。

2004年2月10日、労使政委員会本委員会は、「雇用創出のための社会協約」を採決した。

この協約において、労働組合は相対的に賃金の高い部門で今後2年間賃金の安定に協力すること、使用者
側は雇用調整を最大限自制することで合意した。また政府は、企業投資の活性化と雇用の拡大のため、
規制緩和や税制上の支援を拡大し、社会的セーフティーネットを大幅拡充することとなっている。

労使政委員会において、政労使が今回のような協約の締結という形で合意したのは、通貨危機直後の
1998年2月にリストラの自由化などを主内容とする「労使政大妥協（経済危機克服のための社会協約）」
が行われて以来のこととなった。 

2)    協約の主な内容

協約は7章55項目からなる。主な内容は以下のとおりである。 

a    創業環境整備・企業投資促進 

a）    税制面・金融面での企業支援の拡大

政府は、企業の雇用拡大に係るインセンティブ増大のため、一時的に税制及び雇用保険制度における金
銭的支援方策を講じる（注9）。 
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b）    人材管理の効率性の向上

労使は、共同で努力し、人員削減の必要性がある場合であっても、賃金・労働時間の調整や、配置転換
など、企業内の労働市場を通じて人員削減が最小になるようにする。政府は雇用保険の財政を利用して
こうした労使の取り組みを支援する。 

b    雇用安定と労働者間の格差是正 

a）    雇用調整の自粛

企業は人員削減を最大限自制し、雇用調整が不可避な場合には労働組合との誠実な協議を通じて削減人
員を最小化し、今後人材を採用する場合に優先して再雇用するように努力する。 

b）    ワークシェアリングを通じた雇用拡大

労使は、勤労基準法改正の趣旨に沿った実労働時間の短縮、これを通じたワークシェアリングに努力す
る。政府はこれに対して支援策を用意する。 

c）    労働者間の労働条件格差の是正と賃金安定

大企業は、適正な下請け価額の設定を通じて下請け業者の経営安定を支援し、下請け業者に雇用される
労働者の雇用安定と処遇改善に資する。

企業は、労働条件、職業能力開発、福利厚生等に関して非正規職労働者を不合理に差別しないようにす
る。

労働組合は、（従前から行っている、大企業の正規職労働者に重点をおいた労働組合活動だけではな
く、）非正規職労働者などや中小企業労働者に配慮して労働組合活動を行う。

政府は、非正規職労働者の雇用の安定及び職業能力の向上のため、雇用保険制度において支援する方策
を講じる。また、正規職・非正規職労働者間の不合理な差別是正のための施策を行う。

労働組合は、雇用創出と正規職・非正規職労働者との賃金格差の緩和のため、相対的に賃金の高い部門
に関しては今後2年間賃金安定に協力する。 

d）    社会的セーフティーネットの拡充

政府は国民基礎生活保障法による保障対象者（日本の生活保護受給者に相当）を段階的に拡大させる。

労使は、非正規職労働者・零細事業場の労働者など、社会保険の適用が遅れている社会保険の「死角地
帯」を解消するために努力する。 

c    雇用創出支援のための労使関係安定化の努力

労働組合は、労使紛争に際し、生産施設の占拠、操業妨害などの不法行為を行わない。経営者は不当解
雇・不当労働行為を行わない。 

3)    各界の反応
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今回の合意のうち、特に争点となったのが労働者側の賃金安定への協力である。この協力について、労
使間の見解の相違が早くも明らかになっている。趙南弘（チョ ナムホン）韓国経営者総協会（経総）副
会長は、「労使が賃金安定に向けて協力するということは、賃金を凍結すべきという企業側の意図を労
働界が受け入れたもの」と表明したのに対し、金聖泰（キム ソンテ）韓国労働組合総連盟（韓国労総）
事務総長は、「賃金凍結でなく、生産性向上と物価上昇の範囲を大幅に超えない線で賃金引上げを要求
する」との見解を示している。

また、従前から強硬的な労働運動をリードしてきた全国民主労働組合総連盟（民主労総）は、労使政委
員会に参加していない。民主労総は今回の合意について、「労働者の負担を加重させる内容」と非難し
ている。

朝鮮日報などマスコミも、賃金水準の高い大企業の労働組合が多く所属している民主労総が参加してい
ないため、今回の合意は「半分の合意」にすぎないと指摘している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国

（注）中国では地方からの農民出稼ぎ労働者に対する賃金未払いの問題が深刻化しているが、実態が中央政府に伝わらず、なか
なか効果的な対策が打てないままになっていた。しかし、2003年10月、温首相が三峡ダム建設に伴う移転地区慰問のため、雲陽
県を訪れた際、スケジュールにはなかったが、農民の暮らしぶりを見るため突然住民宅を訪問するという出来事があり、このと
き、首相に「何か困っていることはないか」と聞かれた訪問先の農民の妻が、出稼ぎ労働者である夫の1年にも及ぶ賃金不払いに
ついてうち明けたことから、この問題が首相の認識するところとなり、また、国営通信、新華社を通じて全国に伝わったことか
ら、全国的に大反響を巻き起こし、政府が対策の実施に向けて動き出したという経緯がある（政府は、未払いの多い建設業界な
どに、3年以内に問題を解決するよう通知した）。

温首相に訴えたこの農民に対しては、首相が県の責任者に伝えると約束して、後日未払い分の賃金全額2,240元（日本円で約3万
円）が支払われた。

なお、賃金未払い総額は、農民の平均年収3,800万人分に相当する1,000億元に上るとの報道もある。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
1    経済及び雇用・失業等の動向

中国では消費の堅調な増加や輸出増による生産の増加などから景気拡大が続いており、2003年の経済成
長率は9.1％と1996年以来の高い伸びとなった。

〈表2－35〉中国の実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
2    賃金・物価・労働時間等の動向

都市部労働者の年間賃金の上昇率は、2003年は13.0％となった。

消費者物価上昇率は、2003年に1.2％となった。

近年の地域別最低賃金は表2－37のとおりである。

〈表2－36〉中国の賃金及び消費者物価上昇率の推移

〈表2－37〉中国の生な地域の最低賃金額（月額）
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
3    労働施策の最近の動向

【全国人民代表大会（第10期第2回）の開催概要】
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
3    労働施策の最近の動向
（1）    概要

2004年3月5日から14日まで開催された第10期第2回全国人民代表大会（全人代。国会に相当）において
行われた温家宝総理の「政府活動報告」（以下「報告」という）では、2004年度の政府活動の主要任務
として、国有企業改革の加速とともに、都市部での「下崗労働者（国有企業からの一時帰休者。実際は
一定期間の所得補償の後解雇）」の再就職促進や社会保障の充実等が盛り込まれた。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
3    労働施策の最近の動向
（2）    2004年度の政府活動の主要任務

温首相は、2004年度の政府活動の主要任務として、

1)マクロ経済（マクロ・コントロールの強化・改善）、 

2)三農（農業・農村・農民）対策、 

3)地域間調和・協調発展、 

4)科学・教育国家新興戦略、 

5)医療衛生・文化・スポーツ社会事業発展、 

6)経済体制改革の深化、 

7)対外開放、 

8)就業・社会保障、 

9)民主法制の確立・国家安全・社会安定の維持 

の9項目を挙げた。

今年度の特徴として、長年の課題である2)、7)、8)等に加え、近年の経済の高度成長が浮き彫りにした課
題の克服のために1)が、また、SARS等の流行で顕在化した医療衛生の改善のために5)が取り上げられ
た。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
中国
3    労働施策の最近の動向
（3）    留意点

1)    マクロ経済

引き続き内需拡大方針を堅持し、積極的財政政策と安定的金融政策を実施するとしているが、新規建設
国債発行額が前年度比で300億元減少し、逆に社会事業への投資は拡大していることから、財政は建設投
資などの投資呼び水策から、農村や西部、東北部等の地域の社会事業（地域開発、福祉、教育等）にシ
フトする方針が明らかになっている。

無秩序な投資による弊害を避けるため、民間投資のマクロ・コントロールを強化し、市場によって（弊
害の少ない）発展を導くとしているが、実際に予定されている政策は、金融機関が過大な新規建設プロ
ジェクト等に対して融資を行わないように公的機関の貸出審査と管理を強化するなど行政指導的手法が
多く、規制強化となっている。 

2)    地域発展

基本的な政策姿勢には変化がないが、西部地域の大開発に引き続き、東北部など旧工業地帯の振興戦略
が言及され、これまでの中部開発との位置づけが逆転した。

内容は、財政投資による開発型の振興策ではなく、税制・社会保障などにおける規制改革及び構造改革
が中心になるものと思われる。例えば、社会保障分野では、遼寧省で試行中の社会保障システム整備
（年金の個人口座設置、下崗労働者の補償を失業保険で実施など）を東北三省に拡大するとされてい
る。 

3)    医療衛生事業

SARSの流行を踏まえ、医療衛生に対する取組みについては、かなり具体的な政策目標が示されている。
重要課題は、

a.今後3年間で都市・農村での予防衛生・医療分野の機能強化、 

b.農村の初級医療体制・医療費用保障問題の改善、 

c.都市部での医療保障制度の充実・効率的な医療提供体制の強化 
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の3点となっているが、これらの達成には以下のような課題があるため、短期間での改善は困難と思われ

る。

a 医療衛生インフラが脆弱であることから効果的対策を講じることが困難である。 

b 農村での共同医療制度は、農民の任意加入型の制度となるが、この場合、負担する医療費が高額
となるため、制度の普及のためには多様な資金調達が不可欠である（現在の普及率は約12％程
度）。 

c 都市部の医療保険については、企業労働者向けの都市従業者基本医療保険制度（現在の普及率は
就業者の約3割、退職者の約6割）等の充実以外に、医療機関の合理化、患者の大病院集中の改善等
が必要である。 

4)    就業・社会保障

昨年の報告と比較して「就業問題」への言及は記述が具体的になりかつ量も増加した。就業問題の重点
は、「下崗労働者」から「出稼ぎ労働者（地方から都市部に期間限定で働きに来ている労働者。現在
9,300万人に上ると言われる）」に移行した。現在、社会問題化（注）している出稼ぎ労働者への給与不
払い・遅配の防止について詳述されており、この問題への政府の関心の強さを示している。「下崗労働
者」問題は依然として深刻だが、国有企業離職者を一般企業離職者に比べ優遇するというこれまでの二
元的雇用対策から失業保険を中心とした一元的な雇用政策に移行することが明確になった。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール

（注1）月次変動可変給とは、全国賃金審議会が導入を推奨している賃金の構成要素である。

従来のシンガポールの賃金は基本給と（年次）可変給（年間増補賃金と各種ボーナス）から構成され、賃金コストを削減する場
合は年末に支給する可変給で行うのが一般的であったが、1997年以降のアジア経済危機では、年末での可変給調整まで待てずに
解雇で対処する企業が続出した。

そこで全国労働組合会議（NTUC）が、賃金構成に、基本給と可変給の他に月次変動可変給を新設し、景気が急に悪化してコスト
削減が必要になった場合は月次変動可変給を減らすという仕組みを提案した。この提案を受け、全国賃金委員会は「1999－2000
年賃金勧告」以来導入を推奨している。

ただし、実際には導入が普及しているとは言い難い状況にある。シンガポール全国使用者連盟とシンガポール企業連盟は、経営
者は今後2、3年以内に賃金の10％を月次変動可変給にすべきである、との認識を共同声明で示している。

（注2）中央積立基金は、従業員の定年退職後の生活資金、住宅購入資金、医療費の確保を目的とした一種の強制貯蓄制度であ
る。

1)退職時まで引き出すことができない「特別口座」、 

2)住宅購入や投資資金として利用できる「普通口座」、 

3)医療費用の「医療口座」 

の3つの口座がある。

（注3）CPF最低必要残高は、55歳時点で積み立てられていなければならない合計積立額（普通口座、医療口座及び特別口座の合
計）である。CPF最低必要残高分の積立金は、労働者の定年（現行では62歳）退職後、毎月一定の金額ずつ支給される。

（注4）現在でも医療口座最低必要残高は2,500シンガポール・ドルに設定されているが義務的なものではなく、積立額が医療口
座最低必要残高に達していなくても、普通口座及び特別口座の積立額が十分でありCPF最低必要残高を満たしていれば問題はな
い。

（注5）HDBフラットは、住宅開発庁（Housing Development Board：HDB）が提供する公共住宅である。住宅開発庁によれ
ば、現在、シンガポール国民の約85％がHDBフラットに居住している。

（注6）標準・生産性・技術革新委員会は、貿易産業省（Ministry of Trade and Industry）の外庁であり、シンガポールの経済成
長と競争力を高めるために生産性を向上させることを目的として2002年4月に設置された。
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（注7）技能再開発プログラムは、労働者の職業訓練を支援する使用者に対し、職業訓練費用及び賃金の一部を国が助成するもの
であるが、失業者又は使用者の支援を受けられない就業者に対しては、国が労働者に対して直接に訓練費用の助成を行うもので
ある。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール
1    経済及び雇用・失業等の動向

2003年のシンガポールの実質GDP成長率は、SARSの影響等により1.1％と低迷したが、2003年第3四半期
から回復傾向が顕著になっている。雇用情勢を見ると、2003年の失業率は4.7％となり、2004年に入って
も第1四半期が4.5％と厳しい情勢が続いている。

〈表2－38〉シンガポールの実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール
2    賃金・物価・労働時間等の動向

名目賃金上昇率は2002年には0.8％であったが、2003年には1.7％となった。一方、消費者物価上昇率は
2002年にマイナス0.4％であったが、2003年には0.5％となった。

全産業の週当たり労働時間は、2003年は46.0時間と前年と同じ水準である。

〈表2－39〉シンガポールの賃金及び消費者物価上昇率の推移

〈表2－40〉シンガポールの週当たり実労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール
3    労働施策をめぐる最近の動向
（1）    全国賃金審議会による賃金ガイドラインの策定

1)    概要

2004年5月17日、全国賃金審議会（National Wage Council：NWC）は2004年7月から2005年6月にかけ
ての賃金ガイドラインを発表した。昨年のガイドラインでは賃金の凍結・削減の勧告に踏み切ったが、
今年も企業に対して賃金の構造改革に継続して取り組むことを強く推奨している。 

2)    背景

シンガポールでは、政労使の代表で構成される全国賃金審議会が、毎年5月に当該年度の賃金改定につい
てガイドラインを策定している。このガイドラインは、労働組合の有無、民間、公的部門を問わず、す
べての企業・労働者を対象とする勧告で、強制力はないものの、広く受け入れられ、賃金改定に大きな
影響を及ぼす。 

3)    内容 

a    2003年の経済動向

最初の半年はイラクやSARSの影響により低迷したシンガポール経済は、後半は外的環境が好転し上昇に
転じた。通年の経済成長率は1.1％と、2002年の半分の数値である。

労働市場も、2003年前半は低調で、後半に改善し始めたものの、通年の雇用者数は1万2,900人減少し
た。失業率は4.7％と2002年4.4％から0.3ポイント悪化している。

民間部門の賃金及び基本給は、年後半の労働市場の改善を受け、それぞれ1.5％、0.7％上昇した。労働生
産性は2.3％上昇し、昨年に引き続き消費者物価上昇率（0.5％）を上回った。2年連続して労働生産性が
実質賃金を上回って成長することで、企業の競争力向上に貢献した。 

b    2004年の経済見通し

主要国の経済が回復し世界経済が引き続き健全な状態にあることで、シンガポール経済も回復が期待さ
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れる。2004年第四半期は7.5％の成長を遂げた。貿易産業省によれば、通年で5.5～7.5％の成長が予測さ
れる。

経済の改善は労働市場にも好影響をもたらすものと思われる。3月の失業率は4.5％と昨年12月から変化
していないが、4～4.5％程度に若干低下する見込みである。 

c    賃金構造の改革

経済が回復傾向にある現在は、柔軟かつ競争力のある賃金構造にする好機である。近年の不況により、
経済環境の急速な変化に対応して素早く人件費を調節できる柔軟な業績連動給システムに注目が集まっ
ている。

当審議会は、賃金構造改革に着手している企業については改革を継続し、まだ着手していない企業につ
いては速やかに改革に着手するよう、強く推奨する。使用者は、労働組合の代表と共同で、以下の点に
注意しつつ、賃金構造の改革に取り組むべきである。

a）月次変動可変給（Monthly Variable Component：MVC）導入の促進（注1） 

b）柔軟な業績連動給制度の採用 

c）企業及び個人の報酬に連動する、明確かつ強固な主要業績指標（Key Performance Indicators：
KPIs）の作成 

d    2004～2005年の賃金ガイドライン

企業は、賃金を引き上げる場合は競争力を喪失しない程度にとどめ、生産性の上昇をある程度下回るよ
うに実施すべきである。

既に収益が回復している企業は緩やかな賃金上昇にとどめる。まだ収益が回復していないため定期昇給
の実施が困難な企業は、一時金の支給を考える。

大幅に収益が改善し、定期昇給してもまだ余裕のある企業は、ボーナスを支給する。 

4)    各界の反応

シンガポール全国使用者連盟（Singapore National Employers Federation：SNEF）とシンガポール企業
連盟（Singapore Business Federation：SBF）は5月17日に共同声明を発表し、生産性の上昇を下回るモ
デレートな賃金上昇を支持する旨表明した。また、賃金構造の改革が企業の競争力を維持する上で重要
であり、現在の経済回復を利用して賃金構造改革を完了させることが重要であるとの認識を示してい
る。

一方、シンガポール全国労働組合会議（National Trade Union Congress：NTUC）も、将来景気が悪化し
た場合の影響を緩和するため、賃金構造に一層の柔軟性を持たせることが必要だとして、ガイドライン
ヘの支持を表明している。

5月18日、政府は全国賃金審議会の勧告を受け入れる声明を発表した。声明の中で、政府は、労使と共
に、柔軟で競争力のある賃金体系の構築に向けて努力していく旨表明している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール
3    労働施策をめぐる最近の動向
（2）    中央積立基金の制度改正

1)    概要

2003年8月17日、ゴー・チョクトン首相は国会で演説し、

1)厳しい国際競争の中でシンガポールの経済競争力を維持しなければならない、 

2)厳しい雇用環境の中で雇用創出を図るにはビジネスコストを削減する必要がある、 

という観点から、拠出率の引き下げを始めとする中央積立基金（Central Provident Fund；CPF）（注

2）の制度改正が必要であると発言し、8月28日の国会演説において改正案を発表した（下記内容a参

照）。

また、8月29日には、リー・シェンロン副首相が、当面の景気悪化に対応するため、総額10億シンガポー
ル・ドルを超える経済支援措置を実施することを発表した（下記内容b参照）。 

2)    内容 

a    中央積立基金の改正 

a）    拠出率の変更

（ア）2003年10月1日より、50歳未満の労働者について、使用者側拠出率を月額基本給の16％から
13％に引き下げる。労働者側拠出率は20％に据え置き、合計33％とする。 

（イ）2003年10月1日から2006年1月1日までの間に、50～55歳の労働者について、拠出率を全体
で36％（使用者側16％、労働者側20％）から27％（使用者側9％、労働者側18％）に引き下げる。

（ウ）将来的には、景気動向に応じて、50歳未満の労働者については30～36％、50～55歳の労働
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者については24～30％の幅で拠出率を変動させる。 

b）    拠出率算定対象給与額の変更

2004年1月1日から2006年1月1日までの間に、拠出率の算定対象となる給与額の上限を月額6,000シンガ
ポール・ドルから4,500シンガポール・ドルに段階的に引き下げる。 

c）    最低必要残高の変更

（ア）2004年から2013年までの間に、55歳時点におけるCPF最低必要残高（注3）を8万シンガ
ポール・ドルから12万シンガポール・ドルに段階的に引き上げる。初年度の2004年は7月1日に8万
4,500シンガポール・ドルに引き上げられる。 

（イ）2004年1月1日から55歳時点における医療口座最低必要残高（Medisave Minimum
Sum、2,500シンガポール・ドル）を義務的なものにするとともに、2013年まで毎年2,500シンガ
ポール・ドル引き上げ、2013年に25,000シンガポール・ドルに設定する（注4）。 

（ウ）2009年1月1日から、55歳になった時点で積立金の50％を無条件で引き出せる制度を段階的
に廃止し、2013年1月1日からは、CPF最低必要残高及び医療口座最低必要残高を超えた部分につい
てのみ引き出しを認めるものとする。 

b    経済支援措置 

a）    個人関連

（ア）低所得世帯に対して、公共料金の還付や公共輸送機関の運賃補助を実施する。 

（イ）失業者向けの職業訓練、金融支援、職業カウンセリング（地域開発評議会による低所得者向
け就労支援プログラムを含む）を実施する。 

（ウ）高齢労働者向けの職業訓練にかかる費用を補助する。 
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b）    産業関連

（ア）公共建設プロジェクトを前倒しして実施する。 

（イ）観光産業の国外向け広報活動の支援等に充てる「観光回復基金」を設置する。 

（ウ）小売業者及び他の中小企業を対象とする海外事業支援、生産性向上支援、各種融資スキーム
を導入する。 

c）    住宅関連

（ア）マイホーム所有者について、使用者側拠出率の引下げから生じるローン返済資金不足を補う
ため、特別口座の積立金を使用することを認める。 

（イ）2003年10月1日から、公共住宅（HDBフラット）（注5）所有者の物件賃貸（転貸）に対す
る規制を緩和する。 

（ウ）公共住宅の賃借を認める世帯の所得上限を従来の月額800シンガポール・ドルから1,500シン
ガポール・ドルに引き上げる。 

3)    各界の反応

シンガポール全国労働組合会議（NTUC）は、雇用の安定が最重要課題だとして制度改正を支持する一
方、拠出率引下げで生じた余力は特別賞与等で労働者に報いるのが望ましいとの意見を表明している。

シンガポール使用者連盟（SNEF）及びシンガポール企業連盟（SBF）は共同声明を発表し、10月からの
使用者側拠出率引下げを強く支持するとコメントした。引下げによる年間13億シンガポール・ドルの節
減効果は5万人分の賃金に相当し、それがそのまま5万人分の雇用創出につながるわけではないものの、
当面の雇用の維持につながり、また長期的に見て雇用を増加させるものと評価している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
シンガポール
3    労働施策をめぐる最近の動向
（3）    労働力開発庁の設置

1)    概要

2003年9月1日、人材開発省（Ministry of Manpower；MOM）の外庁として、シンガポール労働力開発
庁（Singapore Workforce Development Agency；WDA）が設置され、9月17日より業務を開始した。 

2)    背景

シンガポールでは、2001年の後半から雇用情勢が悪化しており、2002年にはGDP成長率の好転にもかか
わらず失業率は過去最悪の水準（通年で4.4％）となるなど厳しい情勢となっている。こうした状況の中
で発表された2003年度予算案には、今後見込まれる経済再編等に対応するために、労働者は自らの技能
を向上させ雇用可能性を高める必要があるとして、継続的教育訓練を所管する新たな機関を設置すると
いう案が盛り込まれていた。 

3)    内容 

a    設置の目的

労働力開発庁は、シンガポールの人材開発を主導し、労働者及び失業者の雇用可能性と競争力を高め、
産業界が求める労働力を育成することを目的としている。

このため、使用者が必要としている技能・職種を把握し、その必要に合わせた職業訓練・職業紹介を行
うべきであるとの観点から、技能開発業務、労働市場開拓業務、技能認証業務が統合されることとなっ
た。 

b    設置の概要

労働力開発庁は、以下の部局の合併によって設置された。

a）人材開発省の旧人的資源開発局 
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b）人材開発省の旧労働市場開発局 

c）標準・生産性・技術革新委員会（SPRING Singapore）（注6）の旧重要技能訓練制度事務局 

d）標準・生産性・技術革新委員会の旧国家技能認証制度施設 

同庁の長官は、人材開発省のヨン・インイー事務次官が兼任することとされた。 

c    新たな実施事業

9月17日の発足式においてゴー・チョクトン首相が演説を行い、その中で、労働力開発庁が担当する新た
な事業について発表した。 

a）    失業者対策

技能再開発プログラム（Skills Redevelopment Programme；SRP）（注7）の第二回事業を実施する（予
算総額2億8,000万シンガポール・ドル）。今後5年間で15万人に訓練機会を提供し、うち3万人は失業者
の再就職支援とする予定である。事業は労働力開発庁とシンガポール全国労働組合会議が共同で実施す
る。 

b）    中小企業労働者対策

中小企業で就労する労働者に対して国力職業訓練機会を提供する中小企業業績向上計画（SME
Upgrading for Performance scheme）を実施する（予算総額4,000万シンガポール・ドル）。今後3年間
で30万人に訓練機会を提供する予定である。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
インドネシア
1    経済及び雇用・失業等の動向

2003年の経済成長率は、4.2％となり、政府見通しの4.0％をわずかに上回った。SARSの流行等で観光産
業への影響が心配されたが、所得水準の上昇や低金利等が個人消費を後押しした。

2003年の失業率は9.5％となり、厳しい雇用情勢となっている。

〈表2－41〉インドネシアの実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
インドネシア
2    賃金・物価・労働時間等の動向

製造業労働者の名目賃金上昇率は2001年に31.8％となり、上昇傾向である。一方、消費者物価上昇率は
6.6％となった。

年間労働時間は近年2000時間前後で推移している。

〈表2－42〉インドネシアの賃金及び消費者物価上昇率の推移

〈表2－43〉インドネシアの年間労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
インドネシア
3    労働施策をめぐる最近の動向
（1）    最低賃金の引き上げ

1)    概要

2004年の州別法定最低賃金（UMP）の更新が、2003年10月から12月にかけて各地で行われ、ジャカル
タ特別州の最低賃金は67万1550ルピア、引き上げ率6.3％となった。東ジャワ州では平均9％、中部ジャ
ワでは平均8％、西ジャワ州では10～14％の引き上げが決定した。 

2)    内容

ジャカルタ特別州の最低賃金の改定は、主要労働組合、インドネシア経営者協会（APINDO）、インドネ
シア商工会議所等の政労使3者構成の賃金審査委員会で査定が行われ、2004年の州別法定最低賃金月額
（UMP）は67万1,550ルピア、引き上げ率6.3％となった。

インドネシアの最低賃金は、毎年算定される最低必要生計費（KHM）を基準として協議されるが、最低
必要生計費は主要な生活必需品43品目の市場価格を基準に関係団体の独自の調査に基づいて算出される
ため、賃金審査委員会と各労組が算出した額にかなりの開きがある。 

3)    各界の反応等

主要労組からは引き上げ率の低さに不満の声が上がっている。一方、インドネシア経営者協会側は、当
初3～4％の引上げを要求していたが、労組側の強硬な姿勢により、賃金審査委員会の決定に従わざるを
得なかったと述べている。

〈表2－44〉ジャカルタ特別州における最低賃月額の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
インドネシア
3    労働施策をめぐる最近の動向
（2）    労使紛争解決法の成立

労使紛争解決法の内容

1 目的

増加、複雑化する労使紛争を迅速、的確、公正かつ経済的に解決するための方法と体制を整備する。 

2 労使紛争の定義

労使紛争は、権利に関する紛争（法令、労働協約、就業規則等に規定される権利が守られないことに起因するもの）、
利益に関する紛争（労働協約、就業規則、労働協約の解釈等に関する意見の相違に起因するもの）、雇用関係の終了に
関する紛争、同一企業内の労働組合間の紛争、に起因する意見の相違により労使の対立を生じさせるものと規定されて
いる。 

3 労使紛争解決の手続

1)労使協議を通じてその解決を試み、協議開始から30労働日以内に合意に至らない場合は、その地域を所管する
労働事務所にその紛争を登録する。 

2)労使紛争の種類や当事者の選択によって、あっせん、調停、仲裁の各方法により解決が図られる。労働事務所
が紛争解決の請求を受理してから30労働日以内に調停案の提示による調停や仲裁裁定等の処理を行わなければな
らない。 

3)あっせん、調停による合意が達成されない場合、新設される労使関係裁判所に告訴することができる。労使関
係裁判所は各地の地方裁判所と最高裁判所に設置され、二審制である。仲裁裁定については、同法案に規定され
た一定の要件に該当する場合のみ、最高裁判所に再審請求することができる。裁判所の判事はキャリア判事と労
働者側及び使用者側の代表者である臨時裁判官からなる。第一審は50労働日以内、上訴審は30労働日以内に判決
を下さなければならない。 

1)    概要

2003年12月16日、労使の反発により3年以上にわたって審議が続けられてきた労使紛争解決法案が国会
を通過し、「労使紛争解決に関する2004年法律第2号」として成立した。同法は、2005年1月14日に施行
される予定である。本法により、労使関係裁判所が新設されることとなり、迅速かつ公正な紛争処理が
期待されている。 

2)    背景
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本法案は、2000年に成立した労働組合法、2003年に成立した新労働法とともに、スハルト政権時代の改
正労働法の代替案として審議が進められていた。

現在、労使紛争の仲介機関として、労働・移住省管轄の地方労使紛争処理委員会（P4D）や中央労使紛争
処理委員会（P4P）があるが、解決までに時間がかかりすぎる点や委員会内部での不透明な動きが問題と
なっていた。なお、労使紛争解決法の施行後はP4DとP4Pの機能は労使関係裁判所に移管されることとな
る。 

3)    各界の反応

インドネシア経営者協会（APINDO）は労使紛争の早期解決につながるとして歓迎の意向を示している。

ナショナルセンターのうち、全インドネシア労働組合総連合（KSPSI）は、国会審議において設けられた
非公式の労使委員会を通じて法案審議に十分関与することができ、労組側の提案も取り入れられている
として、基本的に本法案の成立を受け入れるとしている。他方、インドネシア労働組合総連合（KSPI）
は、上記の労使委員会や労働・移住省に設置されている審議会の割り当て人数が少なく、KSPIの意見が
反映されていないこと、また、2003年3月に施行された新労働法の改正を求めている最中で、同法と一連
の法律として位置づけられていることから、本法案の成立そのものについて反対している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
タイ
1    経済及び雇用・失業等の動向

タイの2003年の経済成長率は6.8％の増加となり、景気は引き続き拡大している。SARSの影響により第2
四半期の成長率はやや鈍化したが、SARSが早期に制圧されたことにより第3四半期以降は物価の安定を
背景とした低金利政策の継続から個人消費や民間投資が引き続き増加した。

雇用失業情勢を見ると、失業者数は減少傾向にあり、2003年の失業者数は75万4千人、失業率は2.2％と
なった。

〈表2－45〉タイの実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
タイ
2    賃金・物価・労働時間等の動向

名目賃金上昇率は、2003年には増加に転じ2.7％となった。

2003年の物価上昇率は1.8％となった。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
タイ
2    賃金・物価・労働時間等の動向
（1）    失業保険制度の施行について

2003年8月16日、勅令により失業保険にかかる保険料の徴収を2004年1月1日から開始することが定めら
れ、これにより失業給付は2004年7月1日以降支給が開始されることになった。内容は以下のとおりであ
る。 

1)    保険料

失業給付にかかる保険料は、被保険者の賃金の労使がそれぞれ0.5％ずつ負担し、政府が0.25％を負担し
て社会保障基金に繰り入れられる。

〈表2－46〉タイの賃金及び消費者物価上昇率の推移

2)    給付の条件 

a    保険料納付にかかる要件

失業前15か月間に6か月以上の保険料の支払いがあること 
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b    求職にかかる要件

a）労働する能力があること 

b）紹介を受けた適職に応じること 

c）訓練中でないこと 

d）政府の雇用事務所で求職登録していること 

e）月1回以上雇用事務所に通うこと 

c    離職理由にかかる条件

a）辞職 

b）以下の理由以外での解雇

（ア）職務に対する不正 

（イ）使用者に対する故意の不法行為 

（ウ）使用者に対し故意に損害を与えたこと 

（エ）就業規則又ば職務規則違反者若しくは法令に従った使用者の命令に対する重大な違反 

（オ）正当な理由のない7日連続した職務放棄 

（カ）過失により使用者に重大な損害を与えた場合（訴訟継続中の場合は最終審理まで待つ
ものとする） 

（キ）最終判決により禁固刑を受けた場合（ただし、過失又は軽犯罪による場合を除く） 

d    その他の条件

a）失業した日から1年以内に給付金の請求を行うこと 

b）老齢年金の受給資格を有する者でないこと 
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3)    給付の内容

解雇された者については月給の50％を180日以内、辞職した者については月給の30％を90日以内支給さ
れる。

受給権発生日は最後の失業日から8日目である。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

2003～2004年 海外情勢報告



  

定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
タイ
2    賃金・物価・労働時間等の動向
（2）    最低賃金の引き上げ

経済通貨危機後に賃上げを抑えられてきた労働者側が、近年の経済の回復基調と工場の稼働率の向上を
根拠に企業の経営状況が持ち直しているはずだとして、大幅な賃上げを要求してくるケースが多く、す
べての業種において賃上げ圧力は高まっている。

2004年1月1日付で新たな法定最低賃金が決定し、最大で3.8％の上昇幅となった。また、アメリカ系人材
コンサルタントのヒューイット・アソシェイツの2003年下半期の給与動向調査によると、民間企業の昇
給率は平均で5.2～5.6％と高い数字を示している。

タイの主な県別最低賃金額は表2－47のとおりである。

〈表2－47〉タイの主な県別最低賃金額（日給）（2002年1月～2004年1月）
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
マレーシア
1    経済及び雇用・失業等の動向

2003年のマレーシア経済は実質GDP成長率が4.5％と前年に引き続き安定的な拡大を続けた。

2003年前半はイラク戦争やSARSの影響により世界経済の減速傾向が見られたため、政府は2003年5月に
新戦略パッケージを公表し、積極的な財政政策を展開した。この結果、国内消費及び投資を刺激するこ
とに成功した。また、イラク戦争が早期に終結しSARSの影響も軽微であったことから、2003年を通じて
マレーシア経済は堅実な成長を達成した。

また、世界経済の回復と共に、IT関連製品など輸出も増加し、全てのセクターで生産の拡大が見られた。

〈表2－48〉マレーシアの実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
マレーシア
2    賃金・物価・労働時間等の動向

経済が堅実に成長する一方、物価水準は安定的に推移した。2003年の消費者物価上昇率は1.2％とここ数
年で最も低い水準となっている。

一方、労働市場は既に完全雇用状態に近く、2003年の実質賃金上昇率は2.6％と、前年の3.2％より低下
したものの、引き続き上昇傾向にある。

〈表2－49〉マレーシアの賃金及び消費者物価上昇率の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
マレーシア
3    労働施策をめぐる最近の動向
（1）    インドネシアとの間で外国人労働者の覚書に調印

1)    概要

5月10日、マレーシアとインドネシア両国政府は、インドネシアからの労働者の適切な採用を確保する包
括的なメカニズムを確立するための覚書に調印した。 

2)    背景

2002年、マレーシアは不法外国人を取り締まり、適切な労働許可を得て、雇用主が雇用の意思を表明し
た場合に再入国を認めるという条件付きで本国に送還した。

マレーシア、インドネシア両国政府は、雇用主や紹介業者によるインドネシア人労働者の不法入国を回
避するよう交渉することで合意したが、入国者のパスポート保管の問題（労働者が自分で所有するか雇
用主が管理するか）などで意見が対立し、交渉は難航した。 

3)    覚書の内容

外国人労働者のパスポートは雇用主が管理する。

マレーシア政府は、外国人労働者が職場外に移動することを許可する文書を発行する。

雇用主は、雇用契約終了後、外国人労働者の帰国旅費を負担する。ただし、労働者が自発的に雇用契約
を打ち切る場合、また自らの責に帰する原因で雇用契約が打ち切られる場合は、帰国旅費は労働者の自
己負担とする。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

2003～2004年 海外情勢報告



  

定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
1    経済及び雇用・失業等の動向

2003年の経済成長率は、4.7％となった。

2003年の失業率は11.4％となり、前年並みとなった。就業者は前年に比べ56万6,000人増の（1.9％
増）3,062万8,000人となり、2001年以降増加傾向で推移している。就業者数を産業部門別に見ると、運
輸・通信業で大きく就業者数が伸びた（15万1,000人増）サービス部門では34万人増（2.4％増）の1,458
万6,000人となった。製造業、建設業で就業者が増えた（それぞれ7万人、8万8,000人増）ことから、鉱
工業部門では、14万4,000人増（3.1％増）の483万8,000人となった。

〈表2－50〉フィリピンの実質GDP成長率と雇用・失業の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
2    賃金・物価・労働時間等の動向

消費者物価上昇率は安定して推移し、3.1％となった。

全産業の週当たり実労働時間は、近年41時間台で推移しており、2001年は41.5時間となった。

〈表2－51〉フィリピンの賃金及び消費者物価上昇率の推移

〈表2－52〉フィリピンの週当たり実労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
3    労働施策をめぐる最近の動向

海外出稼労動者の動向
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
3    労働施策をめぐる最近の動向
1)    概要

フィリピン中央銀行（BSP）の発表によると、2003年1～9月の海外出稼労動者数は、イラク戦争や新型
肺炎（SARS）などの影響を受け、前年同期比5.6％減の66万9,419人となったが、海外出稼労動者からの
送金額は、56億6,300万ドルと前年同期比5.1％増加した。送金額の上昇は、看護師や介護士等の医療関
係者や事務職など比較的賃金の高い職種に就く労働者が増加したためとみられている。一方、看護師の
海外流出により、フィリピン国内における人材不足が問題となっている。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
3    労働施策をめぐる最近の動向
2)    背景

現在のフィリピンの経済成長では、急速な労働力人口の増加に見合う雇用創出は非常に困難なため、多
くの労働者が海外に出稼ぎ労働に行くことを希望し、失業率の上昇に歯止めをかけている。また、海外
出稼ぎ労動者からの送金は、フィリピン国内の経済を支えている。海外出稼労動者からの送金の大部分
は、アメリカ、サウジアラビア、日本、イギリス、香港、シンガポール、アラブ首長国連邦、イタリ
ア、クウェート、台湾からであるが、特に近年はアジアからの送金が増加傾向にある。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
フィリピン
3    労働施策をめぐる最近の動向
3)    内容

少子高齢化が進む先進国では、重労働である看護師に就こうとする者が少なく、看護師不足を外国から
の移民で補おうとする動きが顕著である。海外雇用庁（POEA）によると、こうした需要に応えて、現在
までに約30万人のフィリピン人看護師が海外で働いている。低賃金、過酷な労働環境など国内の待遇の
悪さから、2003年1～8月の間に、7,855人の看護師が職を求めて海外に出ていった。海外で働く看護師の
月給は、平均3,000～4,000ドルだが、フィリピン国内ではほとんどの看護師が1シフトで100人以上の患
者を担当しながら、その月収は都市部で平均169ドル、地方ではさらに低いといわれている。さらに、研
修医も長時間労働のうえに平均月収300～800ドルと賃金の低さから、海外で職を求める者が増加してい
る。

こうした看護師や医師の海外流出は、フィリピン国内の人材不足だけでなく、医療体制そのものを危機
的状況に陥れる恐れがあるとして、政府も看護師の待遇改善の必要性を説き、給与水準の引き上げと看
護師の育成過程を見直す意向を示している。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
オーストラリア

（注1）求職者への情報提供は、希望により、

1)インターネット上の個人ページに配信、 

2)電子メールで配信、 

3)専用電話のメッセージバンクに配信、 

4)携帯電話のショート・メッセージ・サービスに配信 

のいずれかの方法で行われる。

（注2）センターリンクとは、1997年9月に設立された独立行政法人で、それまで社会保険事務所で行っていた失業給付のほか、
生活保護、年金、障害者手当等各種社会保障給付の支給を、各地域に置かれた事務所で行っている。
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
オーストラリア
1    経済及び雇用・失業等の動向

2003年の実質GDP成長率は、SARS、不明瞭な国際情勢、干ばつ等の影響を受けたものの個人消費の伸び
に支えられ、去年とほぼ同水準の伸び幅となった。これを受けて労働市場も好調で、9月以降の失業率は
6％を下回り、22年ぶりの低い水準で推移している。特に失業期間が12か月以上の長期失業者数が大きく
減少している。また、新規に創出された雇用の半分以上をフルタイム雇用が占めている。

〈表2－53〉オーストラリアの実質GDP成長率と雇用・失業の動向

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

2003～2004年 海外情勢報告



  

定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
オーストラリア
2    賃金・物価・労働時間等の動向

全産業雇用者の週当たり名目賃金上昇率は、2003年は5.2％と高い伸びとなった。

2003年の消費者物価上昇率は、2.8％と2002年とほぼ同水準となった。

〈表2－54〉オーストラリアの賃金及び消費者物価上昇率

2002年の産業計の週労働時間は35.0時間だった。製造業は38.6時間だった。

〈表2－55〉オーストラリアの週当たり労働時間の推移
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定例報告 2003～2004年の海外情勢
第2章    各国にみる労働施策の概要と最近の動向
オーストラリア
3    労働施策の最近の動向
（1）    第3次ジョブ・ネットワーク事業開始

ジョブ・ネットワークとは、連邦政府が所管する職業紹介事業のプログラムであり、職業紹介事業を行
う事業者（サービスの供給者）を地域ごとに入札によって決定し、落札した事業者が連邦政府と3年間の
契約を結ぶことにより職業紹介事業を行うというものである。1998年から、それまで連邦職業紹介所が
行っていた職業紹介業務を入札により民間事業者に委託しており、2003年7月で第3期目を迎えた。政府
は、ジョブ・ネットワークの導入が6年間で概ね成功したとしつつも、さらに求職者にとって効果のある
ものにするため、積極的参加モデル（The Active Participation Model）と称する新たなプログラムを導
入した。 

1)    積極的参加モデルの内容

積極的参加モデルにおいて、ジョブ・ネットワークに組み合わせる要素は、ジョブプレースメント・シ
ステム、ジョブサーチ・データ及び求職者口座（いずれも連邦雇用職場関係省が運営）である。なお、
求職者口座は今回新たに導入された。主な要素の概要は以下のとおりである。 

a    「ジョブプレースメント」サービス（使用者向け人材紹介サービス）

「ジョブプレースメント」サービスとは、使用者側のニーズに基づいて求職者を検索し、紹介（有料）
するサービスである。「ジョブプレースメント」サービス事業を行うには連邦雇用職場関係省から免許
の交付を受ける必要があり、現在375社が事業を行っている。

「ジョブプレースメント」サービス実施企業は、使用者から求人情報を得るとともに、この情報をジョ
ブサーチ・データ（求人情報。（2）参照）システムに入力する。システムは、この情報をジョブ・ネッ
トワーク・データ（求職者情報）と照合し、ふさわしい組み合わせを検索する。「ジョブプレースメン
ト」サービス参加企業は、システムが検索した情報を精査し、顧客企業の必要とする人材の紹介を行
う。また、これとは別に、検索の結果、各データが一致した場合、求職者に当該求人情報が提供される
（注1）。 

b    ジョブサーチ・データ

ジョブサーチ・データとは求人情報のデータバンクであり、求職者はセンターリンク（注2）の各事務所
やジョブ・ネットワークメンバーに設置される端末機械（キオスクと称するタッチパネル式端末）又は
インターネットを通じて同データにアクセスし、求人情報を検索することが可能となっている。

ジョブサーチ・データには常時平均68,700件の求人情報が掲載されており、一方、ジョブ・ネットワー
クには2004年2月時点で約648,000人の求職者の履歴書が登録されている。ジョブサーチ・データヘのア
クセス件数は1日平均120万件である。 
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c    求職者口座

各求職者がセンターリングにおいて失業手当の申請を行った後12か月たっても仕事が見つからない場合
には、連邦雇用職場関係省より求職者口座を与えられ、ここに政府から求職者人当たり850豪ドル（税込
み）が振り込まれる。この資金は求職活動のためのサービスや物の購入のためなら何にでも使用するこ
とが可能であり、その使途は求職者が選択したジョブ・ネットワークメンバーにより決定される。 

2)    ジョブ・ネットワークの問題点

オーストラリア政府は、ジョブ・ネットワークの導入が概ね成功したと評価しているが、実際には、特
に第3期目に入ってから様々な問題点が明らかとなり、制度維持のため様々な資金注入を行わなければな
らない事態に陥っている。

最も大きな問題は、求職者のジョブ・ネットワーク離れである。2003年7月に第3期目が開始された後、
ジョブ・ネットワークメンバーにおいて求職者に義務づけられているインタビューに約3分の1の求職者
しか応じなかった。これは、予定されていた求職者がジョブ・ネットワークメンバーを利用しなかった
ことを意味している。この結果、ジョブ・ネットワークメンバーが連邦政府から受け取るサービス料は
予定額を大きく下回り、今後の運営に大きな不安材料を与えることとなった。

このため、政府は急遽、失業給付以外の社会保障給付の受給者で就労可能な人々に対し、ジョブ・ネッ
トワークに登録することを奨励し（本来これらの受給者はジョブ・ネットワークに登録する義務がな
い）、これら受給者に対してサービスを提供させることでジョブ・ネットワークメンバーを救済しよう
としたことが2004年2月に明らかとなった。同時に、政府はジョブ・ネットワークメンバーの損失補填に
合計6億7,000万ドルを拠出した。しかし、政府のこうした援助にもかかわらず、現在多くのジョブ・
ネットワークメンバーが経営危機にあり、政府に対し更なる資金援助を求めている。

また、地方においてジョブ・ネットワークメンバーの出張所が減少し、遠隔地に住む求職者が十分な
サービスを享受できないことも問題となっている。現在のジョブ・ネットワークシステムはサービスの
提供を行った場合及び成果が上がった場合に連邦政府からサービス料を支給されるものであるため、人
口の少ない遠隔地では必然的に採算に見合った事業運営が難しく、ジョブ・ネットワーク第1期目以降、
地方の出張所数は減少している。ジョブ・ネットワークメンバーは遠隔地における出張所の確保のため
にも、政府に資金援助を要求している。
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